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検
査
結
果
一
覧
表
に
あ
る
×
の
と
こ
ろ
は
会

計
検
査
院
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
か
。住

民
生
活
課
長　

会
計
検
査
員
が
実
績
報
告

に
つ
い
て
は
大
変
ず
さ
ん
で
あ
り
、全
額（
３

２
８
０
万
円
）
取
り
消
し
で
も
よ
い
案
件
だ
と
指
摘
さ

れ
ま
し
た
。検

査
結
果
一
覧
表
に
×
と
○
も
あ
り
ま
す

が
、
事
業
費
の
認
定
の
可
否
を
記
し
た
も
の

で
、
こ
れ
ら
を
考
慮
し
て
３
３
３
万
円
の
返
還
金
が
出

た
と
理
解
し
て
い
い
で
す
か
。

住
民
生
活
課
長　

〇
×
印
等
が
あ
る
表
は
補

助
対
象
外
の
接
待
交
際
費
や
領
収
書
・
明
細

書
が
無
い
な
ど
で
何
度
も
提
出
し
直
し
て
、
平
成
30
年

６
月
22
日
時
点
で
会
計
検
査
院
か
ら
確
定
と
し
て
示
さ

れ
た
も
の
で
す
。

説
明
で
い
か
に
こ
の
事
務
処
理
が
不
適
切
で

あ
っ
た
か
、
理
解
で
き
ま
し
た
。
榛
東
村
エ

ネ
ル
ギ
ー
・
地
域
力
循
環
創
造
事
業
の
中
に
出
て
く
る

八
州
高
原
地
域
力
向
上
委
員
会
と
（
有
）
鈴
京
の
関
係

を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
生
活
課
長　

事
務
局
は
（
有
）
鈴
京
と

榛
東
村
役
場
総
務
課
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
推

進
対
策
室
で
す
。
社
長
が
事
務
局
長
で
事
務
局
兼
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
が
当
時
の
村
職
員
の
方
で
す
。

村
の
返
還
請
求
に

応
じ
な
い
た
め
申
立
て

　
委
員
会
で
は
、
詳
細
な
審
議
を
行
う
た
め
、
返
還
金

３
３
３
万
円
の
内
訳
と
経
緯
が
わ
か
る
資
料
及
び
、
こ

の
補
助
金
の
交
付
要
綱
の
資
料
請
求
を
行
い
ま
し
た
。

村
よ
り
提
出
の
あ
っ
た
、
以
上
の
資
料
を
基
に
質
議
を

し
ま
し
た
。

実
績
報
告
は
不
適
切
だ
っ
た
の
か

問問問 答答答

調 停 の
相 手 方

所在地：
　群馬県高崎市本町38番地
会社名：
　有限会社 鈴京

申 立 て の
趣 旨

⑴　相手方は、榛東村に対
して333万円を支払え

⑵　調停費用は相手方の負
担とする

申 立 て の
理 由

村が相手方に対して交付し
た榛東村エネルギー・地域
力向上経済循環創造事業費
補助金について、会計検査
院 に よ る 会 計 実 地 検 査 が
行われ、その交付金額が過
大であったことが明らかと
なったため、適正な金額と
の差額333万円を相手方に返
還請求したものの、相手方
はこれに応じず、この差額
を法律上の原因なく不当に
利得していることから、そ
の返還を求めて調停を申し
立てるものである。

返還されないため
「調停を申立て」

333万円の
返還命令

333万円の
返還命令

交付金
3280万円

事業実施
実績報告事業費

4845万円
（自己資金1565万円）

補助金額を
2947万円に

再確定

交付金を
2947万円に

再確定
国（総務省）

村

事業主体

平成31年３月平成25年度

２回目
平成30年６月

１回目
平成29年２月

333万円を
返還

補助金
3280万円

333万円
返還なし

会計検査院による会計実地検査

交付対象経費と認められないもの、
支出の事実を確認できないものが
あると検査報告を受ける 

  平成29年２月
検査後の実績額
  5149万円

平成30年２月
再修正報告額
4429万円

平成30年６ 月
会計検査院

確定額
4353万円

平成29年６月
会計検査院

修正額
3456万円

１回目の会計実地検
査後に村と事業者が
再度算出した金額

村がなるべく認めて
もらうよう再度検証
して提出した金額

太陽光発電事業及び交付金返還事務執行調査に関する特 別委員会 ９月７日

の支払いを求め調停を申立て返還されていない333万円
付託されました調停の申立てについて、審査を行った結果、全員賛成で可決しました。

しんとうちゃん！しんとうちゃん！教えて教えて

なぜ、補助金333
万円の返還命令と
調停の申立てをし
たの。

榛東村補助金等交付規則とい
うのがあって、それに沿って
返還命令をしました。調停の
申立ては、地方自治法に基づ
いた措置です。


